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 小城市規則第 26 号 

 

   小城市農業委員会の委員の選任に関する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、農業委員会等に関する法律（昭和 26 年法律第 88

号。以下「法」という。）第８条の規定に基づき任命する小城市農業

委員会の委員（以下「農業委員」という。）の選任の手続等について、

法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （推薦及び募集の方法） 

第２条 法第９条第１項に規定する候補者の推薦（以下「推薦」という。）

及び農業委員になろうとする者の募集（以下「募集」という。）の方

法は、次の各号に掲げるものとする。 

 (１) 市内において農業を営む者その他関係者からの推薦 

 (２) 農業者が組織する団体からの推薦 

 (３) 一般募集 

 （推薦又は応募の資格） 

第３条 農業委員の候補者として、推薦を受ける者又は募集に応募する

者（以下「農業委員候補者」という。）は、農業に関する識見を有し、

農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所

掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業

委員の任命の予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とす

る。 

 (１) 市内に住所を有する者 

 (２) 法第８条第４項各号のいずれにも該当しない者 

 (３) 小城市暴力団排除条例（平成 24 年小城市条例第８号）第２条第

２号、第３号及び第４号のいずれにも該当しない者 

 （推薦又は応募の手続等） 

第４条 第２条第１号の規定による推薦をしようとする者は、農業委員

推薦届出書（個人用）（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

２ 第２条第２号の規定による推薦をしようとする団体の代表者は、農
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業委員推薦届出書（団体用）（様式第２号）を市長に提出するものと

する。 

３ 第２条第３号の規定により応募しようとする者は、農業委員応募届

出書（様式第３号）を市長に提出するものとする。 

 （推薦又は募集の公表等） 

第５条 市長は、あらかじめ推薦の方法及び募集の期間、届出書の提出

方法その他必要な事項を公表するものとする。 

２ 推薦及び募集の期間は、おおむね 1 月とする。 

３ 市長は、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報につい

て、法第９条第２項の規定により遅滞なく小城市役所掲示場及び小城

市ホームページにおいて公表するものとする。 

 （候補者の選考） 

第６条 市長は、第４条の規定により推薦を受け、又は応募した農業委

員候補者の選考に関し、小城市農業委員会委員候補者選考会（以下「選

考会」という。）に意見を求めるものとする。 

 （農業委員の任命） 

第７条 市長は、推薦及び募集の結果並びに選考会の意見を勘案し、小

城市議会の同意を得た上で、農業委員を任命する。 

 （農業委員の補充） 

第８条 市長は、農業委員の欠員が定員の３分の１を超えた場合は、こ

の規則の定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければな

らない。 

２ 市長は、農業委員に欠員が生じた場合（前項に規定する場合を除く。）

は、農業委員の補充に努めるものとする。 

 （その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



 



（表） 

 

様式第１号（第４条関係） 

年  月  日 

 小城市長     様 

 

農業委員推薦届出書（個人用） 

 推薦者 

氏  名 

（ふりがな） 性  別 

 
 

住  所 

〒 職  業 

  

生年月日 年 月 日 

電話番号  

 下記の者は、農業委員として適当と認め推薦いたします。 

記 

氏  名 

（ふりがな） 性  別 

 
 

住  所 

〒 職  業 

  

生年月日 年 月 日（満   歳） 

連 絡 先  

最終学歴  

経  歴 

 

農業経営の状況 

（主な経営作物） 

 

（裏面に続く） 



（裏） 

 

認定農業者 

資格の有無 

１ 認定農業者である 

２ 認定農業者ではない 

 (1) 過去に認定農業者であった者 

 (2) 認定農業者の農業に従事・経営参画する親族 

 (3) 認定新規就農者 

 (4) 集落営農組織の役員（※具体的に：                ） 

 (5) 「小城市 人・農地プラン」において位置付けられた農業者 

 (6) 指導農業士 

 (7) 基本構想水準到達者 

 (8) その他（                              ） 

推薦の理由 

 

農地利用最適化推進委員への推薦・応募の有無 有  ・  無 

 

 私は、上記内容に相違ないことを認め、小城市農業委員会委員の候補者として推薦を受けるこ

とに同意します。また、記載事項のうち、住所、生年月日及び電話番号以外の事項について、小

城市ホームページ等で公開されることに同意します。 

 

 （推薦を受ける者）  氏名                     

 

 私は、上記内容に相違ないことを認め、上記の者を小城市農業委員会委員の候補者として推薦

します。また、記載事項のうち、住所、生年月日及び電話番号以外の事項について、小城市ホー

ムページ等で公開されることに同意します。 

 （推薦をする者）  氏名                     

  氏名                     

  氏名                     

  氏名                     



（表） 

様式第２号（第４条関係） 

年  月  日 

 小城市長     様 

 

農業委員推薦届出書（団体用） 

推薦者 

団体名及び代表者名 

（ふりがな） 

 

所 在 地 

〒 構成員数 

  

電話番号  

目的（業務内容）  

構成員たる資格  

下記の者は、農業委員として適当と認め推薦いたします。 

記 

氏  名 

（ふりがな） 性  別 

 
 

住  所 

〒 職  業 

  

生年月日 年 月 日（満   歳） 

電話番号  

最終学歴  

経  歴 

 

農業経営の状況 

（主な経営作物） 

 

（裏面に続く） 



（裏） 

認定農業者 

資格の有無 

１ 認定農業者である 

２ 認定農業者ではない 

 (1) 過去に認定農業者であった者 

 (2) 認定農業者の農業に従事・経営参画する親族 

 (3) 認定新規就農者 

 (4) 集落営農組織の役員（※具体的に：                ） 

 (5) 「小城市 人・農地プラン」において位置付けられた農業者 

 (6) 指導農業士 

 (7) 基本構想水準到達者 

 (8) その他（                              ） 

推薦の理由 

 

農地利用最適化推進委員への推薦・応募の有無 有  ・  無 

 

 私は、上記内容に相違ないことを認め、小城市農業委員会委員の候補者として推薦を受けるこ

とに同意します。また、記載事項のうち、住所、生年月日及び電話番号以外の事項について、小

城市ホームページ等で公開されることに同意します。 

 

    （推薦を受ける者）氏   名                    

 

 当団体は、上記内容に相違ないことを認め、上記の者を小城市農業委員会委員の候補者として

推薦します。また、記載事項のうち、住所及び電話番号以外の事項について、小城市ホームペー

ジ等で公開されることに同意します。 

 

    （推薦をする者）団体名（法人名） 

代表者氏名                    

 



（表） 

様式第３号（第４条関係） 

年  月  日 

 小城市長     様 

 

農業委員応募届出書（公募用） 

 

氏  名 

（ふりがな） 性  別 

  

住  所 

〒 職  業 

  

生年月日 年 月 日（満  歳） 

電話番号  

最終学歴  

経  歴 

 

農業経営の状況 

（主な経営作物） 

 

認定農業者 

資格の有無 

１ 認定農業者である 

２ 認定農業者ではない 

 (1) 過去に認定農業者であった者 

 (2) 認定農業者の農業に従事・経営参画する親族 

 (3) 認定新規就農者 

 (4) 集落営農組織の役員（※具体的に：                ） 

 (5) 「小城市 人・農地プラン」において位置付けられた農業者 

 (6) 指導農業士 

 (7) 基本構想水準到達者 

 (8) その他（                              ） 

応募の理由 

 

農地利用最適化推進委員への推薦・応募の有無 有  ・  無 

（裏面に続く） 



（裏） 

私は、上記内容に相違ないことを認め、小城市農業委員会委員の候補者に応募します。 

また、記載事項のうち、住所、生年月日及び電話番号以外の事項について、小城市ホームページ等

で公開されることに同意します。 

 

           （応募者） 氏名                     


